
アプリケーションを活用した現場施工管理実施要領 

 

（総則） 

第１条 本要領は、ＰＣ、タブレット、スマートフォンなどの電子機器からア

プリケーションを活用して、工事の現場施工管理を行う場合の取扱い等につ

いて定める。 

 

（目的） 

第２条 本要領は、工事の現場施工管理の迅速化、効率化を達成し、上下水道

局監督員（以下、「監督員」という。）並びに工事を受注した施工業者（以下、

「施工業者」という。）の業務負担の軽減を図るため、建設業界における DX

の推進を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第３条 本要領における用語の定義は、次に定めるところによる。 

２ 工事とは、豊田市上下水道局が発注する全ての工事をいう。 

３ 現場施工管理とは、工事の施工現場において現場代理人又は主任技術者等

が施工管理（工期、出来形及び品質管理）、写真管理、書類管理を行うことを

いう。 

４ 施工管理（工期、出来形及び品質管理）とは、第５条の工事標準仕様書で

定める施工管理基準に基づく工程管理、現場での出来形実測値の測定や品質

管理試験等の管理をいう。 

５ 写真管理とは、第５条で定める工事標準仕様書の写真管理基準に基づく現

場での写真撮影等の管理をいう。 

６ 書類管理とは、第５条で定める工事標準仕様書に基づく書類作成等の管理

をいう。 

７ アプリケーションとは、特定の作業を行うために使用されるソフトウェア

の総称をいい、本要領では第６条で定める施工業者からの事前協議により、

監督員が使用を認めたものをいう。 

 

（適用範囲） 

第４条 本要領における現場施工管理の適用範囲は、次のとおりとし、作成さ

れた書類等について、工事完成時に工事完成書類として提出することを認め

るものとする。 

（１） 契約図書で定める工期の進捗管理を行うもの。 



  ・実施工程表（月別、全体）、週休２日実績表（月別、全体）の作成 

  ・工事日報の作成 

（２）工事の目的物に対する出来形管理を行うもの。 

・出来形総括表、出来形測定結果一覧表及び出来形図面等の作成 

・水道管継手管理表（継手チェックシート）、管割図及び配管日報の作成 

・出来形図面に基づく数量計算書等の資料作成 

（３）工事の目的物の品質規格の確保を行うもの。 

  ・品質管理総括表、品質測定結果の一覧表の作成 

  ・舗装温度管理などの測定記録の整理 

・乳剤散布量試験などの試験記録の整理 

・その他各種試験などの試験記録の整理 

（４）その他、施工業者の創意工夫等において自発的に実施し、監督員が認め

た内容 

 

（対象工事） 

第５条 本要領の対象となる工事は、豊田市上下水道局が発注する工事のうち、

第２項に定める工事標準仕様書を適用する工事で、発注時の特記仕様書にア

プリケーションの活用について記載された工事とする。（参考３） 

２ 前項における工事標準仕様書は、次のとおりとする。 

（１）土木工事標準仕様書：愛知県建設局 

（２）水道管工事標準仕様書：豊田市上下水道局 

（３）機械・電気設備工事標準仕様書：豊田市上下水道局 

（４）公共建築工事標準仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

 

（事前協議） 

第６条 施工業者は、アプリケーションを活用した現場施工管理を行う場合、

工事打合せ簿に次の内容を記載及び資料を添付して現場施工に着手する前ま

でに監督員に対し、事前協議を行わなければならない。（参考１） 

（１）使用するアプリケーションと提供メーカーの名称 

（２）第４条の適用範囲のうち、実施する項目 

（３）使用する電子機器等の名称 

（４）アプリケーションで作成された書類及び撮影された写真のサンプル 

２ 監督員は、施工業者から前項の事前協議が行われた際は、協議内容を精査

し、アプリケーションの活用を承諾する。ただし、第２条で定める目的の一

つである業務負担の軽減に対する実施効果が認められないと監督員が判断す



る場合は、承諾しないこともできる。 

 

（施工計画書への記載） 

第７条 施工業者は、第６条に規定する事前協議で承諾された内容について、

施工計画書の（７）施工管理計画に記載し、現場施工着手前までに提出する

ものとする。（参考２） 

 

（費用負担） 

第８条 本要領に基づくアプリケーションの購入費用並びに電子機器等の整備

費用は施工業者の負担による。 

 

（工事成績評定） 

第９条 監督員は、第６条及び第７条による実施内容が実施され、現場施工管

理の迅速化、効率化等の実施効果が確認できた場合は、検査員との合議によ

り、工事成績評定における考査項目５．創意工夫のその他の「３７.アプリ活

用の実施（１点の加点）」として評価し、１点の加点を行う。 

２ 成績評定を実施しない工事（緊急工事及び小規模工事）の場合は、前項の

適用を受けない。 

３ 第１項は、令和８年４月１日以降に契約する工事から適用し、それ以前に

契約した工事（継続費、債務負担行為による工事及び令和８年度への繰越工

事）においては、従前の要領による。 

 

（留意事項） 

第１０条 本要領に基づく現場施工管理の実施に際しては、以下に留意しなけ

ればならない。 

（１） 施工業者は、アプリケーションの活用はあくまで工事の現場施工管理の

迅速化、効率化を目的とするものと認識し、実際の現場施工においては、

第５条で定める工事標準仕様書の定めにより、適切に現場の施工を行い、

良好な施工管理及び書類作成に努めること。 

（２）この要領に定める内容により難い場合は、適宜発注者と施工業者で協議

すること。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



（要領の廃止） 

２ アプリケーションを活用した現場施工管理（試行）実施要領は廃止する。 

 

  附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

  



（参考１） 

  

 

  

スマートフォン、タブレット、 

モニタリングカメラ等の名称を記入 

 

 

特記仕様書第○条は参考３を参照 



（参考２）施工計画書への記載例 

 

（７）施工管理計画 

 （a）工程管理 

（省略） 

 （b）出来形管理 

施工管理基準により、次の項目について、出来形成果総括表、出来形

管理表等を作成し、出来形管理を実施する。 

 

工  種 
測定項目及び規格値(単位mm) 

測定基準 
箇所数 基準高 厚さ 幅 延長 

（参考：上水道） 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
  

４  鋳鉄管接合工 全箇所    
 接合箇所ごと 

（継手管理表による） 

 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

 

注）４は、ＧＸ形直管部は受口面ゴム輪間隔、標線受口間隔、Ｐ-Link部は受口面ゴム輪間隔、

締付トルク、爪・押しボルトの状態を管理する。ＧＸ形異形管・継輪については、締付ト

ルク、押輪施工管理用突部と受け口端面の間隔、標線受口間隔を管理します。 

 

なお、継手管理においてはアプリケーションを活用します。 

使用するアプリケーションの仕様等は、以下のとおり。 

提供メーカー名 アプリケーションの名称 

○○○ ○○○○ 

アプリケーション活用においては、以下の点に留意します。 

・継手管理における各施工段階での確認及び継手接合完了時の判定は、第１０

章様式の「継手管理表」に基づき確実に行います。 

 

工  種 
測定項目及び規格値(単位mm) 

測定基準 
基準高 中心線ずれ 勾配 延長 総延長 

（参考：下水道） 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
  

５  管布設工 ±30 ±50 逆勾配不可 
-L/500  

かつ-200 
-200  

 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
  

 

なお、測定結果の管理においてアプリケーションを活用します。 

使用するアプリケーションの仕様等は、以下のとおり。 

提供メーカー名 アプリケーションの名称 

○○○ ○○○○ 

 

（C）品質管理 

（省略） 

（d）写真管理 

（省略） 

４ 管接合工は該当する管種 
について記載する。 



（参考３）特記仕様書の記載 

 

  

 

 


